
令和６年津幡町議会６月会議（R６.６.４～12） 議決結果 
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議案第38号 令和６年度津幡町一般会計補正予算（第３号） ６月12日 原案可決 全員賛成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第39号 
令和６年度津幡町国民健康保険特別会計補正予算（第

１号） 
６月12日 原案可決 全員賛成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第40号 
令和６年度津幡町介護保険特別会計補正予算（第１ 

号） 
６月12日 原案可決 全員賛成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第41号 令和６年度津幡町水道事業会計補正予算（第１号） ６月12日 原案可決 全員賛成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第42号 令和６年度津幡町下水道事業会計補正予算（第１号） ６月12日 原案可決 全員賛成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第43号 

津幡町行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利

用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改

正する条例について 

６月12日 原案可決 全員賛成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第44号 
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係

条例の整理に関する条例について 
６月12日 原案可決 全員賛成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第45号 
津幡町空家等の適正管理に関する条例の一部を改正

する条例について 
６月12日 原案可決 全員賛成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第46号 石川県後期高齢者医療広域連合規約の変更について ６月12日 原案可決 全員賛成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第47号 
種辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更につ

いて 
６月12日 原案可決 全員賛成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第48号 町道路線の認定について ６月12日 原案可決 全員賛成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第49号 
請負契約の締結について（津幡町立条南小学校エレベ

ーター棟整備及びトイレ改修工事） 
６月12日 原案可決 全員賛成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第50号 
請負契約の締結について（津幡町総合体育館長寿命化

改修工事） 
６月12日 原案可決 賛成 14 反対１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

請願第５号 
地方自治法の一部を改正する法律案に関して内容の

見直しを求める意見書を送付する請願 
６月12日 不 採 択 賛成２ 反対13 × × × ○ × × × － × × ○ × × × × × 

請願第６号 

下水道の維持管理・更新におけるウォーターＰＰＰ導

入に向けての丁寧な対応を求める意見書の提出を求

める請願 

６月12日 採   択 全員賛成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

請願第７号 
聴覚補助機器等の積極的な活用への支援を求める意

見書の提出を求める請願 
６月12日 採   択 全員賛成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

同意第２号 
津幡町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同

意を求めることについて 
６月12日 同  意 全員賛成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

議会議案第３号 
下水道の維持管理・更新におけるウォーターＰＰＰ導

入に向けての丁寧な対応を求める意見書 
６月12日 原案可決 全員賛成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

議会議案第４号 
聴覚補助機器等の積極的な活用への支援を求める意

見書 
６月12日 原案可決 全員賛成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

※ 賛否は、賛成は「○」、反対は「×」、議場に不在（棄権）は「退」、欠席は「欠」、除斥は「除」、採決に加わらない議長は「－」で表示しています。 
（注）除斥とは、議会の審議における審議の公正を期するため、審議事件と一定の利害関係を有するため審議に参加することができない議員です。 


